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神奈川県ボイラー・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装

置、化学機械・同装置、農業用トラクタ、建設機械・鉱山機械、金属

加工機械製造業の最低賃金の新設申出の取り下げについて 

 

 

 
最低賃金法第 15 条 1 項の規定により、神奈川県ボイラー・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般

産業用機械・装置、化学機械・同装置、農業用トラクタ、建設機械・鉱山機械、金属加工機械

製造業の最低賃金の新設申出に対して、以下の理由にて申出の取り下げを申請します。 

 

 

 

記 

 

１．申出取り下げの理由 

 ２０２５年度神奈川県最低賃金の改定決定（１、２２５円）により、適用労働者数が新設申

出要件を満たさなくなった為。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


